
政
府
・
原
子
力
規
制
委
員

会
は
、
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
安
全
指

針
」
が
再
処
理
工
場
の
重
大

事
故
を
「
高
レ
ベ
ル
廃
液
貯

槽
の
破
裂
」
と
き
ち
ん
と
示

し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
ご
ま
か
し
重
大
事
故

と
は
言
え
な
い
「
（
蒸
発
乾

固
）
」
を
意
図
的
に
加
え
、
重

大
事
故
は
「
廃
液
貯
槽
の
破

裂
」
か
ら
、「
蒸
発
乾
固
」
へ

差
し
替
え
て
災
害
審
査
を
進

め
ま
し
た
。

事
業
者
の
提
案
を
そ
の
ま

ま
承
認
、
脅
威
区
分
Ⅱ
と

す
る改

ざ
ん
の
問
題
文
書
は
、

第
一
五
回
原
子
力
災
害
事
前

対
策
等
検
討
チ
ー
ム
会
合
が

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
五
日

に
開
催
さ
れ
、
そ
の
際
原
子

力
規
制
庁
よ
り
配
布
さ
れ
た

【
資
料
４-

３
】
の
記
述
で
す
。

（
＊
表
一
参
照
）

そ
の
資
料
の
、
再
処
理
施

設
の
防
護
措
置
で
は
「
Ｉ
Ａ

Ｅ
Ａ
基
準
で
は
再
処
理
施
設

の
災
害
対
策
上
の
ハ
ザ
ー
ド

を
四
項
目
」
と
し
、
そ
の
中

の
、「
③
を
大
容
量
液
体
貯
槽

の
破
裂
（
蒸
発
乾
固
）
」
と
記

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り

出
席
委
員
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
で

も
「
蒸
発
乾
固
」
が
、
高
レ

ベ
ル
廃
液
貯
槽
破
裂
と
同
じ

く
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
と

理
解
し
、
事
業
者
日
本
原
燃

の
蒸
発
乾
固
に
よ
る
放
出
放

射
能
の
過
小
評
価
説
明
を
そ

の
ま
ま
承
認
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
実
際
に
は
「
蒸
発
乾

固
」
ま
で
な
ら
ば
、「
放
出
放

射
能
量
は
問
題
に
な
ら
な

い
」（
＊
高
木
仁
三
郎
氏
）
」

の
で
す
。

注
＊
「
科
学
」
一
九
七
七
年

五
月
号
「
核
燃
再
処
理
工
場

《天恵の海》
２０２２（令和 ４年）

２月 ４日

第 ２２８号

編集事務局 S.Oshida

ＴＥＬ・ＦＡＸ 019-623-1636

三陸の海を放射能から守る

岩手の会（略称）三陸の海・岩手の会

郵便振替 02240-5-102650

ホームページ《再処理／岩手の環境》

http://sanriku.my.coocan.jp/
《本紙の全バックナンバー掲載》

表一 第１５回原子力災害事前

対策に関する検討チーム会合
2016.11.25 資料 4-3

再処理防護措置 ＩＡＥＡ基準で

は再処理施設の災害対策上のハザ

ードを①臨界事故、②大規模災害

又は爆発（水素爆発など）、③大容

量液体貯槽の破裂（蒸発乾固）④

使用済み燃料貯蔵施設の事故。

私
達
は
、
政
府
・
原
子
力

規
制
委
員
会
の
審
査
を
注
意

深
く
検
討
し
最
も
危
険
な
再

処
理
工
場
の
高
レ
ベ
ル
放
射

性
廃
液
の
重
大
事
故
の
防
止

に
つ
い
て
運
動
を
進
め
て
き

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
原
子

力
規
制
委
員
会
資
料
に
文
書

改
ざ
ん
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

り
、
福
島
み
ず
ほ
議
員
か
ら

国
へ
そ
の
こ
と
を
質
し
て
頂

き
ま
し
た
が
回
答
は
な
く
、

事
実
と
し
て
公
開
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
原
子
力
災
害
事
前

対
策
等
検
討
チ
ー
ム
会
合
の

資
料
に
、「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準
で

は
➂
大
容
量
貯
槽
破
裂
（
蒸

発
乾
固
）
・
・
と
定
め
て
い
る
」

と
実
際
に
は
記
載
さ
れ
て
い

な
い
「
蒸
発
乾
固
」
を
挿
入

し
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ

り
日
本
原
燃
は
再
処
理
工
場

の
大
事
故
に
よ
る
発
生
放
射

性
物
質
の
放
出
量
を
極
端
に

低
く
評
価
し
脅
威
区
分
（
危

険
度
）
は
原
発
よ
り
低
い
Ⅱ

と
し
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ
を
五
㌔
㍍
と

し
ま
し
た
。
そ
し
て
検
討
チ

ー
ム
は
事
業
者
の
説
明
を
そ

の
ま
ま
承
認
し
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
こ
れ
は
、
再
処
理

工
場
で
の
大
事
故
防
止
上
許

さ
れ
な
い
行
為
で
あ
り
断
固

抗
議
し
ま
す
。

表二 使用済み燃料の

再処理事業に関する規則
昭和４６年総理府令第１０号

第一条の三 重大事故

二 使用済み燃料から

分離された・・液体・・

の冷却機能喪失した場

合のセル内発生の蒸発

乾固。

⼤型の液体貯蔵タンクが爆発（破裂）すると、甚⼤な介⼊が

必要とされる汚染が⽣じうる。汚染の程度は放射能量とその

揮発の度合いによるであろう。

（注）＊ＵＰＺ：「緊急防護措置準備区域」原発では半径３０ｋｍ ＊ＩＡＥＡ：国際原子力機関



の
大
事
故
評
価
」
３
１
０
頁

原
発
よ
り
安
全
？

脅
威
区
分
Ⅱ
、

Ｕ
Ｐ
Ｚ

５
ｋ
ｍ

に
決
定

こ
の
事
業
者
の
過
小
評
価

に
よ
り
、
再
処
理
工
場
の
脅

威
区
分
を
Ⅰ
よ
り
ラ
ン
ク
の

低
い
Ⅱ
と
し
（
＊
表
四
参

照
）
、
緊
急
防
護
措
置
準
備
区

域
避
難
区
分
の
Ｕ
Ｐ
Ｚ
も
原

発
よ
り
も
狭
い
五
㌔
㍍
と
の

説
明
を
、
検
討
チ
ー
ム
委
員

は
承
認
し
、
こ
れ
が
翌
日
報

道
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
私

た
ち
は
「
再
処
理
工
場
は
、

大
量
の
放
射
性
物
質
を
抱
え

て
い
る
の
に
原
発
よ
り
も
避

難
区
分
が
狭
い
の
は
お
か
し

い
」
と
報
道
機
関
に
問
い
合

わ
せ
る
な
ど
抗
議
し
ま
し
た
。

「
蒸
発
乾
固
」
を
重
大
事

故
と
し
た

更
田
チ
ー
ム

そ
も
そ
も
再
処
理
工
場
の

高
レ
ベ
ル
廃
液
の
事
故
基
準

の
定
義
と
し
て
、
再
処
理
規

則
第
一
条
の
三
（
＊
表
二
参

照
）
で
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
基
準
の

定
め
る
「
大
容
量
液
体
貯
槽

の
破
裂
」
を
隠
ぺ
い
し
「
蒸

発
乾
固
」
と
定
義
し
た
の
は

「
核
燃
料
施
設
等
の
新
規
制

基
準
に
関
す
る
検
討
チ
ー
ム

会
合
（
座
長
・
更
田
豊
志
原
子

力
規
制
委
員
）
で
す
。
こ
の
時

の
審
査
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
か

ら
再
処
理
技
術
を
導
入
し
た

の
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
規
制
を

参
考
に
す
る
と
し
て
審
議
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
フ
ラ
ン
ス

の
重
大
事
故
定
義
は
「
高
レ

ベ
ル
廃
液
貯
槽
の
冷
却
機
能

喪
失
」
と
あ
り
「
蒸
発
乾
固
」

は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

基
準
や
フ
ラ
ン
ス
の
基
準
に

も
存
在
し
な
い
「
蒸
発
乾
固
」

を
重
大
事
故
と
定
義
づ
け
、

重
大
事
故
と
は
言
え
な
い
蒸

発
乾
固
で
評
価
を
や
め
、
蒸

発
乾
固
後
に
起
こ
る
可
能
性

の
あ
る
溶
融
、
揮
発
、
硝
酸

塩
爆
発
の
審
議
を
せ
ず
に
済

ま
す
こ
と
は
、
国
民
へ
の
背

信
的
そ
し
て
犯
罪
的
な
審
査

で
す
。
（
＊
表
三
参
照
）

表三 ＩＡＥＡ 条文・基準など

SAFTY STANDARDS No.GS-G-2.1 ５頁 2.6

脅威区分Ⅰ (再処理工場該当)

脅威区分Ⅰの施設から大量の放射性物質が放出される

ため、深刻な確定的影響が敷地外で生じる可能性がある。

この脅威は、大型の原子炉と、核燃料廃棄物を再処理す

るための施設など、揮発性放射性物質が大量に存在する

施設に限定される。
https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF

◆（和訳）「最近取り出された、合計およそ 0.1 エクサＢ

ｑ（１００ペタＢｑ）を超えるセシウム１３７を有する照

射済み燃料を収容する施設及びあるいは場所」

＊使用済み核燃料プール。：六ヶ所再処理工場の使用済み核

燃料プールのは満杯の３０００㌧が入っているが、セシウ

ム１３７だけでも、基準の１００ペタベクレルの１００倍

以上であった。（１５年経過の使用済み燃料として計算）

◆（和訳）「敷地外に緊急防護措置をとることを正当化

する線量をもたらすのに十分な放射線物質のインベン

トリ（在庫）を有する施設。

＊高レベル放射性廃液 ：安全指針付属書Ⅲに計算方法

があり、六ヶ所施設の高レベル廃液２２０ｍ３のスト

ロンチウム９０とアメシウム２４１を計算したが、基準

の数十倍であった。

表四ＩＡＥＡSAFTY STANDARDS No.GS-G-2.1 27 頁 ・ 79 頁 付属書Ⅲ

部分和訳 https://www.nsr.go.jp/data/000153710.pdf

脅威区分Ⅰ 放射能量からの計算

「
コ
ロ
ナ
禍
」
の
為
に
開
催
が
順
延

さ
れ
て
き
た
脱
原
発
政
策
実
現
全

国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
加
盟
五
一
団
体

並
び
に
個
人
）
の
集
会
が
一
二
月
八

日
午
後
、
衆
議
院
第
二
議
員
会
館
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
集
会
に
は
市
民

約
五
〇
人
と
賛
同
す
る
国
会
議
員

が
出
席
し
、
内
閣
府
・
原
子
力
規
制

庁
・
経
産
省
・
文
科
省
な
ど
省
庁
担

当
官
が
出
席
し
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

(

次
号
に
続
く
）

コロナ禍で延期、やっと開催された全国集会。国民

の過半以上が原発・再処理の中止を望んでいる。

省庁担当官の方々。質問事項Ⅰ、Ⅱ、Ⅲごと

に、席を入れ替え,回答し,質疑が行われた。


